
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

論壇
1
�
は
じ
め
に

平
成
27
年
12
月
16
日
、
与
党

は
軽
減
税
率
の
導
入
を
盛
り
込

ん
だ
平
成
28
年
度
税
制
改
正
大

綱
を
正
式
決
定
し
た
。
平
成
29

年
4
月
の
消
費
税
率
10
％
引
き

上
げ
に
と
も
な
い
、
軽
減
税
率

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

対
象
品
目
は
「
酒
類
及
び
外
食

を
除
く
飲
食
料
品
」
及
び
「
定

期
購
読
契
約
が
締
結
さ
れ
た
週

2
回
以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞
」

と
さ
れ
、
書
籍
・
雑
誌
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
検
討
と
な
っ

た
。
ま
た
、
1
兆
円
と
も
い
わ

れ
る
必
要
財
源
の
具
体
的
な
明

示
は
先
送
り
さ
れ
た
。

【
税
制
改
正
大
綱

抜
粋
一
部

省
略
】

軽
減
税
率
の
対
象
は
次
の
と
お

り
。

⑴
飲
食
料
品
の
譲
渡
（
食
品
衛

生
法
上
の
飲
食
店
営
業
、
喫

茶
店
営
業
そ
の
他
の
食
事
の

提
供
を
行
う
事
業
を
営
む
事

業
者
が
、
一
定
の
飲
食
設
備

の
あ
る
場
所
等
に
お
い
て
行

う
食
事
の
提
供
を
除
く
。）

（
注
）
上
記
の
「
飲
食
料
品
」

と
は
、
食
品
表
示
法
に
規
定

す
る
食
品
（
酒
税
法
に
規
定

す
る
酒
類
を
除
く
。）
を
い

う
。

⑵
定
期
購
読
契
約
が
締
結
さ
れ

た
新
聞
（
一
定
の
題
号
を
用

い
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、

文
化
等
に
関
す
る
一
般
社
会

的
事
実
を
掲
載
す
る
週
2
回

以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞
に
限

る
。）
の
譲
渡

軽
減
税
率
の
議
論
の
発
端

は
、
民
主
党
政
権
下
の
平
成
24

年
2
月
17
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革

大
綱
」
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
大

綱
で
は
、
年
1
兆
円
規
模
で
増

大
す
る
社
会
保
障
費
の
安
定
財

源
確
保
と
財
政
健
全
化
策
と
し

て
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
（
平

成
26
年
4
月
に
8
％
、
平
成
27

年
10
月
に
10
％
）
が
明
示
さ

れ
、
同
時
に
消
費
税
が
抱
え
る

逆
進
性
の
問
題
を
緩
和
す
る
た

め
、
総
合
合
算
制
度
や
給
付
付

き
税
額
控
除
と
い
っ
た
低
所
得

者
に
配
慮
し
た
施
策
を
導
入
す

る
、
と
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
時

点
で
は
「
単
一
税
率
を
維
持
」

と
さ
れ
、
軽
減
税
率
の
導
入
は

検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
同
年
3

月
30
日
に
国
会
に
法
案
が
提
出

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
法
案
成
立

に
向
け
て
民
主
・
自
民
・
公
明

で
協
議
を
行
い
、
同
年
6
月
15

日
に
修
正
案
で
三
党
が
合
意
、

同
年
8
月
10
日
に
法
律
が
成
立

し
た
。
こ
の
修
正
協
議
の
中
で

追
加
さ
れ
た
の
が
「
複
数
税
率

の
導
入
」
だ
っ
た
。
そ
の
後
、

自
民
党
政
権
下
の
平
成
25
年
1

月
24
日
に
与
党
か
ら
公
表
さ
れ

た
「
平
成
25
年
度
税
制
改
正
大

綱
」
に
お
い
て
「
消
費
税
率
の

10
％
引
き
上
げ
時
に
、
軽
減
税

率
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
め

ざ
す
」
と
さ
れ
、
単
一
税
率
の

維
持
の
方
針
か
ら
一
転
、
軽
減

税
率
導
入
の
議
論
が
本
格
的
に

は
じ
ま
っ
た
。

2
�
軽
減
税
率
の
効
果

軽
減
税
率
と
は
「
特
定
の
物

品
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
標
準

よ
り
低
い
税
率
を
設
定
す
る
」

と
い
う
制
度
で
あ
る
。
消
費
税

が
抱
え
る
逆
進
性
の
問
題
を
緩

和
す
る
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
逆
進
性
と
は
「
高
所

得
者
よ
り
も
低
所
得
者
の
方
が

税
負
担
割
合
が
大
き
く
な
る
」

と
い
う
課
税
の
公
平
に
逆
行
す

る
傾
向
の
こ
と
だ
。
一
般
的

に
、
低
所
得
者
は
貯
蓄
す
る
余

裕
が
な
く
収
入
の
ほ
と
ん
ど
を

消
費
に
ま
わ
さ
ざ
る
を
得
な

い
。
一
方
、
高
所
得
者
は
貯
蓄

す
る
ゆ
と
り
が
あ
り
、
収
入
に

占
め
る
消
費
の
割
合
は
相
対
的

に
低
い
。
こ
の
「
収
入
に
対
す

る
消
費
の
割
合
の
違
い
」
が
消

費
税
の
逆
進
性
が
生
じ
る
要
因

だ
。
与
党
税
制
協
議
会
の
資
料

（
全
品
目
10
％
税
率
の
場
合
）

で
は
、
低
所
得
者
層
（
平
均
年

収
1
7
6
万
円
の
世
帯
）
は
収

入
に
対
す
る
消
費
税
の
負
担
割

合
が
6
・
85
％
な
の
に
対
し
、

高
所
得
者
層
（
平
均
年
収
1
�

0
7
7
万
円
の
世
帯
）
は
負
担

割
合
が
3
・
40
％
と
な
っ
て
お

り
、
▲
3
・
45
％
の
負
の
差
異

（
逆
進
性
）
が
生
じ
て
い
る
。

仮
に
「
酒
類
を
除
く
飲
食
料
品

に
8
％
の
軽
減
税
率
を
適
用
」

し
た
場
合
、
低
所
得
者
層
の
負

担
割
合
が
6
・
37
％
、
高
所
得

者
層
の
負
担
割
合
が
3
・
22
％

で
差
異
は
▲
3
・
15
％
、
単
一

税
率
に
比
べ
差
異
が
0
・
30
％

縮
小
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
負
の
差
異
の
縮
小
が
逆
進

性
の
緩
和
で
あ
る
。
資
料
に
従

え
ば
確
か
に
軽
減
税
率
に
は
逆

進
性
の
緩
和
効
果
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
軽
減

税
率
は
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
で
線

引
き
す
る
の
で
、
低
所
得
者
だ

け
で
な
く
高
所
得
者
も
恩
恵
を

受
け
て
し
ま
う
と
い
う
欠
点
が

あ
る
。
例
え
ば
、
低
所
得
者
層

に
年
8
�
4
7
0
円
の
負
担
軽

減
を
す
る
と
、
高
所
得
者
層
は

年
1
9
�
7
5
0
円
の
負
担
軽

減
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
軽
減
税

率
は
逆
進
性
の
緩
和
効
果
は
限

定
的
と
考
え
ら
れ
る
。

3
�
軽
減
税
率
の
問
題

一
方
、
軽
減
税
率
に
は
い
く

つ
か
問
題
が
あ
る
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
一
つ
め
が
財
源

不
足
の
問
題
だ
。
軽
減
税
率
は

国
民
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
制

度
な
の
で
国
家
は
そ
の
分
税
収

が
減
っ
て
し
ま
う
。
実
際
、
今

回
の
軽
減
税
率
導
入
に
よ
っ
て

1
兆
円
の
税
収
減
に
な
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
財
源
確
保
の
具

体
策
は
先
送
り
さ
れ
た
が
、
医

療
や
介
護
費
の
国
民
負
担
を
抑

制
す
る
「
総
合
合
算
制
度
」
を

見
送
っ
て
予
算
4
�
0
0
0
億

円
を
充
て
る
、
と
の
一
部
報
道

も
あ
る
。
そ
も
そ
も
社
会
保
障

費
の
財
源
確
保
で
増
税
の
議
論

を
始
め
た
の
に
、
軽
減
税
率
を

導
入
し
た
こ
と
で
財
源
が
足
り

ず
に
社
会
保
障
費
を
削
る
と
い

う
、
本
末
転
倒
の
事
態
を
招
き

つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
二
つ
め
は

対
象
品
目
の
線
引
き
の
困
難
さ

で
あ
る
。
今
回
の
飲
食
料
品
の

線
引
き
を
巡
る
与
党
間
の
議
論

も
二
転
三
転
し
た
。
自
民
党
は

当
初
「
生
鮮
食
品
の
み
」
と
し

て
い
た
が
、
公
明
党
の
反
発
で

「
加
工
食
品
（
酒
類
と
外
食
を

除
く
飲
食
料
品
全
般
）」
ま
で

対
象
範
囲
を
拡
大
。
よ
う
や
く

決
着
と
思
わ
れ
た
矢
先
、
今
度

は
自
民
が
「
外
食
（
を
含
む
飲

食
料
品
全
般
）」
ま
で
広
げ
る

べ
き
、
と
こ
れ
ま
で
の
真
逆
の

主
張
。
土
壇
場
ま
で
議
論
は
紛

糾
し
た
。
最
終
的
に
は
財
務
大

臣
の
意
見
も
あ
っ
て
「
酒
類
及

び
外
食
を
除
く
飲
食
料
品
」
に

落
ち
着
い
た
が
、
線
引
き
の
基

準
づ
く
り
は
困
難
を
極
め
た
。

軽
減
税
率
が
導
入
さ
れ
た
後
も

「
持
ち
帰
り
で
買
っ
た
飲
食
料

品
を
気
が
変
わ
っ
て
店
内
で
食

べ
た
場
合
」
な
ど
、
線
引
き
の

判
断
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
出
て

く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
導

入
当
初
は
ビ
ジ
ネ
ス
現
場
の
混

乱
を
招
く
だ
ろ
う
。
三
つ
め
の

問
題
は
事
業
者
の
負
担
増
で
あ

る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
正
式

導
入
は
平
成
33
年
4
月
ま
で
先

送
り
さ
れ
、
区
分
経
理
に
つ
い

て
も
簡
便
計
算
の
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
た
が
、
事
業
者
の
作

業
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
増
え
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ま

で
消
費
税
免
税
だ
っ
た
事
業
者

は
、
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
る
の

を
回
避
す
る
た
め
に
あ
え
て
課

税
事
業
者
を
選
択
す
る
必
要
が

出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
小

売
業
や
飲
食
店
業
を
営
む
事
業

者
は
「
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
の
変
更

に
い
く
ら
か
か
る
の
か
」、「
出

前
・
持
ち
帰
り
と
店
内
飲
食
の

価
格
を
ど
う
す
る
か
」
と
頭
を

悩
ま
せ
て
い
る
。
四
つ
め
と
し

て
は
税
務
行
政
庁
の
負
担
増
が

挙
げ
ら
れ
る
。
税
務
調
査
の
長

期
化
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
管

理
、
対
象
品
目
の
線
引
き
に
対

す
る
税
務
訴
訟
の
増
加
等
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
軽
減

税
率
の
弊
害
は
従
来
よ
り
認
識

さ
れ
て
お
り
、
先
に
導
入
し
て

い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は

「
機
能
不
全
の
欠
陥
制
度
」
と

評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ

う
し
た
実
情
を
踏
ま
え
て
全
国

の
税
理
士
会
や
日
本
税
理
士
会

連
合
会
を
は
じ
め
、
経
団
連
や

日
本
商
工
会
議
所
な
ど
の
経
済

団
体
、
小
売
・
外
食
関
連
の
業

界
団
体
は
軽
減
税
率
の
導
入
反

対
の
意
思
表
明
を
行
っ
て
き
た

が
、
与
党
は
反
対
意
見
を
押
し

切
っ
て
軽
減
税
率
を
導
入
し

た
。

4
�
軽
減
税
率
は
な
ぜ
導
入
さ
れ
た
の
か

専
門
家
や
経
済
界
の
異
論
が

多
い
な
か
、
軽
減
税
率
は
な
ぜ

導
入
さ
れ
た
の
か
。
制
度
の
良

し
悪
し
よ
り
も
国
民
感
情
を
優

先
し
た
結
果
の
よ
う
に
映
る
。

大
手
新
聞
社
の
世
論
調
査
で
8

割
近
く
が
軽
減
税
率
に
賛
成
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
冷
静
に
議

論
で
き
る
情
勢
で
は
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
こ
う

し
た
世
論
は
ど
う
や
っ
て
で
き

あ
が
っ
た
の
か
。
当
初
か
ら
軽

減
税
率
の
導
入
に
賛
成
し
て
い

た
新
聞
社
の
存
在
は
無
視
で
き

な
い
。
平
成
27
年
9
月
10
日
、

財
務
省
は
「
ポ
イ
ン
ト
還
付
制

度
（
日
本
型
軽
減
税
率
制

度
）」
の
試
案
を
提
示
し
た

が
、「
日
本
新
聞
協
会
」
は
同

9
月
17
日
に
声
明
を
発
表
。

�
事
業
者
を
優
先
し
、
消
費
者

に
し
わ
寄
せ
し
て
い
る
�、�
税

の
公
平
性
や
制
度
の
簡
便
性
の

観
点
か
ら
も
看
過
で
き
な

い
�、�
消
費
時
点
の
痛
税
感
の

緩
和
に
限
界
�、�
国
民
生
活
に

混
乱
を
招
く
こ
と
は
必
至
�
と

猛
反
発
し
た
。
こ
れ
ら
の
取
り

組
み
が
実
を
結
ん
だ
の
か
、
念

願
が
叶
っ
て
新
聞
は
軽
減
税
率

の
対
象
品
目
と
な
っ
た
。
確
か

に
欧
州
で
も
新
聞
を
軽
減
税
率

に
し
て
い
る
国
は
多
い
が
、
食

品
と
新
聞
�
だ
け
�
を
軽
減
税

率
に
し
て
い
る
国
は
な
い
。
低

所
得
者
対
策
で
あ
れ
ば
�
先

に
�
水
道
光
熱
費
や
携
帯
電
話

代
を
軽
減
税
率
に
し
て
も
よ
さ

そ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
、
新
聞

を
軽
減
税
率
の
対
象
と
す
る
こ

と
で
い
く
ら
の
財
源
が
必
要
に

な
る
か
も
議
論
さ
れ
た
形
跡
が

な
い
。
こ
の
点
、
財
務
省
に
も

問
い
合
わ
せ
て
み
た
が
「
そ
う

し
た
公
表
資
料
は
な
い
」
と
の

こ
と
だ
っ
た
。
経
済
産
業
省
の

「
平
成
26
年
特
定
サ
ー
ビ
ス
産

業
実
態
調
査
」
で
調
べ
た
と
こ

ろ
、
一
般
紙
（
全
国
紙
と
地
方

紙
）
の
新
聞
販
売
収
入
は
2
5

4
社
で
約
1
兆
円
な
の
で
必
要

な
財
源
は
2
0
0
億
円
程
度
だ

ろ
う
。
こ
の
金
額
は
低
所
得
者

対
策
と
し
て
は
効
果
が
小
さ
い

と
さ
れ
た
「
精
米
の
み
を
軽
減

税
率
の
対
象
と
し
た
場
合
」
の

半
分
で
し
か
な
い
。
新
聞
に
軽

減
税
率
を
適
用
し
て
も
規
模
が

小
さ
く
低
所
得
者
対
策
に
な
る

と
は
思
え
な
い
。
ま
た
新
聞
料

金
の
支
払
い
は
大
抵
、
月
に
一

度
と
購
入
頻
度
が
少
な
く
痛
税

感
の
緩
和
に
つ
な
が
る
と
も
思

え
な
い
。
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
新
聞
が
軽
減
税
率
の
対
象

と
な
っ
た
の
か
、
疑
問
が
残

る
。
大
綱
に
書
か
れ
て
い
な
い

別
の
理
由
で
も
あ
る
の
か
と
勘

繰
っ
て
し
ま
う
。

5
�
お
わ
り
に

税
務
の
円
滑
な
運
営
に
は
国

民
と
国
家
の
信
頼
関
係
が
不
可

欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
公

平
中
立
の
原
則
に
沿
っ
た
税
制

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
度

を
構
築
す
る
立
場
の
方
々
は
、

今
一
度
肝
に
銘
じ
て
ほ
し
い
。

（
参
考
文
献
）

与
党
税
制
協
議
会
「
消
費
税
軽

減
税
率
制
度
検
討
委
員
会
資

料
」

経
済
産
業
省
「
平
成
26
年
特
定

サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
」

日
本
新
聞
協
会
「
消
費
税
の
軽

減
税
率
制
度
に
関
す
る
声
明
」

軽
減
税
率
導
入
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て

平井満広
【芝】
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